
 

射水市監査委員告示第 ４ 号 

 

 

財政援助団体等監査（指定管理者監査）結果の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき、

令和５年２月１５日に実施した財政援助団体等監査（特定非営利活動法人おお

しまスポーツクラブ）の結果を同条第９項の規定により、別紙のとおり公表す

る。 

 

 

  令和５年２月２０日 

 

 

 

                射水市監査委員 村 上 欽 哉 

 

 

 

                射水市監査委員 折 橋 清 弘 

 

 

 

                 射水市監査委員 吉 野 省 三 



財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の対象［所管課］ 

公の施設の指定管理者監査 

特定非営利活動法人おおしまスポーツクラブ  

［生涯学習・スポーツ課］ 

 

２ 監査の実施日 

  令和５年２月１５日（水） 

 

３ 監査の期間 

  令和５年２月１日から令和５年２月１５日まで 

 

４ 監査の範囲（令和３年度） 

  令和３年４月１日から令和４年３月末日までに執行された事務事業のうち、指定

管理料に係る出納その他の事務 

 

５ 監査の方法 

  監査対象となる財政援助団体等の事務事業について、財務に関する事務の執行が

適正かつ効率的に行われているか、また、協定書に基づき施設の管理が適切に行わ

れているかを提出された監査資料を審査し、関係書類の調査と関係職員に説明を求

め、監査を実施した。 

 

６ 指定管理団体の概要 

名   称 特定非営利活動法人おおしまスポーツクラブ 

代 表 者 理事長 島上  淳 

所 在 地 射水市新開発 300番地（大島体育館内） 

 

７ 指定管理施設の概要 

施  設  名 大島体育館・大島弓道場 

所  在  地 射水市新開発 300番地・新開発 296番地 

所  管  課 生涯学習・スポーツ課 

基本協定締結日 令和 2年 1月 24日 

指  定  期  間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

管理業務委託料 15,966,000 円（令和 3年度） 

 



 

８ 監査の結果 

  監査の結果、当該公の施設の指定管理に係る出納その他の事務処理において、適

正を欠く処理が認められたので、次の事項について措置または検討されたい。 

なお、その他改善を指示した軽易な事項については記述を省略した。 

 

〇 意見 

（１） 両施設とも老朽化に伴う修繕については、利用者の安全確保のためにも修繕 

計画を立て、大規模な修繕とならないよう、市当局と協議・連携のうえ、適切 

な管理運営に努められたい。 

（２） 指定管理業務の収支が、毎年、赤字決算となっていることについては、スポ 

ーツクラブの運営に係る経費と施設の運営管理業務に係る指定管理業務の経 

理を精査されたい。 

 

                

                     （生涯学習・スポーツ課） 


